
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

二

〇

〇

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
二
〇
〇
号

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
八
章
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
八
章
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
い
う
。
）
第
八
・
七
条
（
透
明
性
）
に
お
い
て
は
、
他
の

締
約
国
の
者
に
対
し
自
国
の
者
に
与
え
る
条
件
よ
り
も
不
利
で
な
い
条
件
で
強
制
規
格
、
任
意
規
格
等
の
作
成
に
参
加
す
る
こ

と
を
認
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
意
見
を
提
出
す
る
た
め
の
合
理
的
な
機
会
を
与
え
、
当
該
意
見
を
考
慮
す
る
こ
と

に
よ
り
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
こ
と
が
脚
注
で
明
記
さ
れ
て
い
る
。

当
該
脚
注
は
、
我
が
国
に
お
い
て
強
制
規
格
、
任
意
規
格
等
の
作
成
に
当
た
っ
て
こ
れ
ま
で
も
実
施
し
て
き
た
パ
ブ
リ
ッ
ク

・
コ
メ
ン
ト
手
続
を
行
う
こ
と
に
よ
り
当
該
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
旨
が
明
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第

八
・
七
条
（
透
明
性
）
の
規
定
に
よ
り
「
難
度
が
上
が
る
場
合
が
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。


